
検査・自宅療養 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

※PCR検査対象者は陰性 

と判明するまで登校禁止 

 

 

                                    ※発症した日の翌日から 

                                    原則、14 日間は自宅療養 

  

下記のいずれかに該当する 

① 息苦しさ(呼吸困難)、 
強いだるさ(倦怠感)、高熱等
の強い症状がある 

② 重症化し易い方（※）に該当 

③ ①・②以外で 4 日以上発熱
や咳等比較的軽い風邪症状
が続くか、4 日を待たずとも自
身が「強い症状」だと思う 
（解熱剤を飲み続けている場
合も同様） 

濃厚接触者(保健所から特定) 
PCR検査対象者 
同居家族が上記と同様に特定 

海外渡航帰国者 発熱や咳など 

比較的軽い 

風邪症状が続く 

かかりつけ医または「受診・相談センター」
に電話で相談し、指示に従う 

すみやかに、学生課へ以下の３つの書類を提出 

① 「学生部長宛て欠席届」 

② 「感染症罹患証明書」、③ 「健康観察票」 

 

適宜、検査結果などを保健管理室に報告 

欠席届（感染症用）を学生課窓口で受け取り、各担当教員へ提出 

(学生用)新型コロナウィルス感染症対応フロー 
 ２０２１年 6 月 18 日更新版  

感染または疑いと診断された 

自宅・ホテル等で待機、毎日検温・「健康観察票」記入 

※糖尿病、呼吸器疾患等基礎疾患
がある、妊娠中、透析中、免疫抑
制剤や抗がん剤等内服中の方 

帰国日または濃厚接触者等と特定された日の

翌日から 14日間は登校禁止 

保健所または検疫の指示に従う 

以下の状態になってから登校を開始する 

＊風邪薬・解熱剤を飲んでいない状態

で、解熱し症状が消失した日を 0 日目とし

て、3日目が経過している 

保健管理室に報告 

自宅待機または自宅静養期間終了後、保健管理室へ報告し、学生部長の許可を得る 

自宅静養し、経過観察。 

＊保健管理室連絡先 

TEL ： 092-823-3316 

Email： hoken-kanri@seinan-gu.ac.jp 

 

入院・陰性確認・退院 

主治医に指示された期間は自宅静養し「健康観察票」記入

録。 

自宅静養し、経過観察。 

保健管理室に報告 

症状が出ていない 

毎朝、検温・体調観察を行い、発熱や咳などの風邪症状があるときは登校せず自宅療養してください 

法令に基づき登校禁止 

保健所・医師の指示に従う 

保健管理室に報告 

自宅静養し、 

「健康観察票」

記入 

自宅静養し経

過観察。 

保健管理室に報告 


